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住
宅
金
融
公
庫

か
ら
の
お
知
ら
せ

住
宅
金
融
公
庫
は
、
融
資
の
返
済
中

の
方
で
、
収
入
の
減
少
な
ど
に
よ
り
返

済
が
困
難
と
な
っ
た
方
に
つ
い
て
、
期

間
の
延
長
な
ど
、
返
済
条
件
の
変
更
の

相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

返
済
に
不
安
を
感
じ
て
い
る
方
は
、

お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　

住
宅
金
融
公
庫
北
海

道
支
店
（
�　

－

　

－

８
３
０
８
、

０１１

２６１

月
〜
金
曜
日
、
第
１
・
３
日
曜
日
の

９
時
〜　

時
）

１７

終
戦
当
時
の
引
揚
者
の
方
々
へ

〜
通
貨
・
証
券
な
ど
を
お
返
し
し
て
い
ま
す
〜

障
害
者
を
対
象
と
し
た
『
ふ
れ
あ

い
就
職
相
談
会
』
を
開
催
し
ま
す

『
特
設
人
権
・
困
り
ご
と
相
談
所
』

を
開
設
し
ま
す

第
�
回
裁
判
所
市
民
講
座
を

開
講
し
ま
す

裁
判
員
制
度
に
つ
い
て

障
害
者
の
職
場
を
確
保
し
、
雇
用
の

促
進
を
図
る
た
め
、
面
接
会
を
開
催
し

交通事故や金銭貸借、損害賠償、離
婚などの法律問題について、札幌弁護
士会室蘭支部の弁護士が相談をお受け
します。相談を希望する方は事前にお
申し込みください。なお、裁判や調停
中の問題は相談をお受けできません。

◎鉄南ふれあいセンターでの相談

▼日時　１０月１６日�　９時３０分～

▼場所　鉄南ふれあいセンター

▼担当弁護士　 奈  良 　 秦  哉 弁護士
な ら しん や

▼定員　６人（申込順）

▼申込方法　９月２９日�までに電話で
市民課にお申し込みください

◎弁護士事務所での相談

▼担当弁護士　 奈  良 　 秦  哉 弁護士
な ら しん や

▼定員　６人（申込順）

▼申込方法　９月２９日�までに電話で
市民課にお申し込みください
※相談日時については、市民課にお問
い合わせください。

◎申し込み・問い合わせ
　　　　　　　　　　　　　　　　　

市民課（�◯８５ １８５５）

ま
す
。

就
職
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
事
業
所

の
方
と
の
面
接
相
談
を
積
極
的
に
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

事
業
所
の
方
は
、
障
害
者
の
法
定
雇

用
率
（
１
・
８
㌫
）
が
未
達
成
の
企
業

は
、
積
極
的
な
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
日
時　

９
月　

日
�　
　

時　

分
〜

３０

１３

３０

　

時
１６

▼
場
所　

ホ
テ
ル
セ
ピ
ア
ス
花
壇
『
丹

頂
の
間
』
（
室
蘭
市
入
江
町
１－

　

）
１２

▼
問
い
合
わ
せ　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
室
蘭

専
門
援
助
部
門
（
�
◯２２
 

８
６
８
９
）

税
関
は
、
終
戦
後
、
海
外
か
ら
引
き

揚
げ
て
き
た
方
が
、
上
陸
港
の
税
関
や

海
運
局
に
預
け
ら
れ
た
通
貨
・
証
券
や
、

海
外
の
集
結
地
で
領
事
館
な
ど
に
預
け

ら
れ
た
通
貨
・
証
券
な
ど
の
う
ち
、
日

本
に
送
り
返
さ
れ
た
も
の
を
お
返
し
し

て
い
ま
す
。
返
還
の
申
し
出
は
、
本
人

だ
け
で
な
く
家
族
の
方
で
も
結
構
で
す
。

心
当
た
り
の
あ
る
方
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　

函
館
税
関
室
蘭
税
関

支
署
（
�
◯２２
 

２
２
１
９
）

人
権
問
題
、
離
婚
・
不
動
産
・
金
銭
・

雇
用
・
い
じ
め
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
、

人
権
擁
護
委
員
が
無
料
で
相
談
を
お
受

け
し
ま
す
。
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

▼
日
時　
　

月
６
日
�　
　

時
〜　

時

１０

１０

１５

▼
場
所　

ポ
ス
フ
ー
ル
登
別
２
階
ホ
ー

ル
（
若
山
町
４
丁
目　

－

１
）

３３

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　

札
幌
法
務
局
室
蘭
支

局
総
務
課
（
�
◯２２
 

５
１
１
１
）

▼
日
時　
　

月
６
日
�　
　

時
〜　

時

１０

１４

１６

▼
場
所　

札
幌
地
方
裁
判
所
室
蘭
支
部

３
階
１
号
法
廷

▼
定
員　
　

人
（
定
員
を
超
え
た
場
合

５０

は
抽
選
）

▼
内
容　

刑
事
裁
判
の
し
く
み
と
現
状

の
解
説
、
模
擬
公
判
と
体
験

▼
申
し
込
み　

９
月　

日
�
ま
で
に
電

１７

話
で
札
幌
地
方
裁
判
所
室
蘭
支
部
市

民
講
座
担
当
（
�
◯４４
 

６
７
３
３
）

裁
判
員
制
度
は
、
国
民
の
み
な
さ
ん

に
裁
判
員
と
し
て
刑
事
裁
判
に
参
加
し

て
も
ら
い
、
被
告
人
が
有
罪
か
ど
う
か
、

有
罪
の
場
合
ど
の
よ
う
な
刑
に
す
る
か

を
裁
判
官
と
一
緒
に
決
め
て
も
ら
う
制

度
で
す
。

国
民
の
み
な
さ
ん
が
刑
事
裁
判
に
参

加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
裁
判
が
身
近
で

分
か
り
や
す
い
も
の
と
な
り
、
司
法
に

対
す
る
信
頼
の
向
上
に
つ
な
が
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
裁
判
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp
://w

w
w
.c
o
u
rts
.g
o
.jp
/  

を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　

札
幌
地
方
裁
判
所
室

蘭
支
部
（
�
◯４４
 

６
７
３
３
）


